
１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

昨年度実施し た委託事業者へのアンケート にて、 分野を越えた事業所間のつながり がないこ と 、 福祉事業
所が地域に開かれたと こ ろ と なっ ていないこ と が課題と なっ た。 そのため、 事業所間の交流を促進し 分野
をまたいだ課題に対する対応力を高めるこ と と 、 事業所が地域に開かれた場所と なるこ と を目的に導入し
た。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

地域包括支援センタ ー、 居宅介護支援事業所、 指定特定相談支援事業所、 生駒市社会福祉協議会、 介護保
険事業所、 指定障害福祉サービス事業所、 指定障害児通所支援事業所、 子育て支援等関連団体、 生駒市生
活困窮者就労準備支援事業所等の事業所

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

補助率： 2/3

200, 000円

R5年度の補助率を1/2で実施し たが、 福祉イ ベント 実施事業説明会・ 交流会に参
加し た事業所対象のアンケート の結果から 、 補助金申込に至ら なかっ た最大の
理由は、 補助金額( 67％が「 少ない」 と 回答) と 補助率( 83％が「 少ない」 と 回
答) であるこ と が明ら かになっ たため。

7

イ ベント 数

イ ベント を 実施し た団体数

回

団体

2 6

20

R6年度 R8年度 R10年度

20202020

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する 。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する 。 ）

成果指標 単位

現状値

終期

各年度

令和8年3月31日

R7年度

20

6 6

R9年度

6 6

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

6 各年度

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 事業効果を 検証し 、 見直し を 行う ため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

生駒市内で実施さ れる市域の重層的支援体制整備事業推進に資するも のであり 、 相談支援を行う 事業者に
よる相談支援ができ る体制を整えており 、 福祉事業所間や参加者間や地域と のつながり をも つこ と がで
き 、 高齢・ 障がい・ 子ども ・ 生活困窮の中から ２ 分野以上に関係するも ので、 同一法人でない３ 者以上の
団体（ う ち２ 者以上は補助金交付要綱第２ 条の福祉事業所であるこ と ） が連携する北・ 中・ 南圏域の同圏
域内の福祉事業所間で行われるイ ベント

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

報償費、 印刷製本費、 燃料費、 消耗品費、 通信運搬費、 保険料、 委託料、 使用料・ 賃貸料

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市福祉イ ベント 実施事業補助金

生駒市福祉イ ベント 実施事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る検証

住民が抱える課題が複雑化・ 複合化する中で、 従来の支援体制ではケアし き れない課題が多く 発生し ているため、 分野
を越えた福祉事業所同士のつながり は必須である。 また、 福祉事業所が閉鎖さ れた空間と なっ ているこ と が多いが、 福
祉事業所だけではケアし きれない問題に関し て住民や民間事業者と 協働し て解決し 、 地域共生社会の実現につながるイ
ベント であると 考える。

上述のと おり 地域共生社会の実現＝「 安全で安心し て健康に暮ら せるまち」 になると 考える。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

福祉イ ベント を直接執行するにはマンパワーがなく 、 委託をすると 福祉分野に偏り が生じ る。 また、 事業所間の交流を
深めるために事業所主体でイ ベント 実施し ていただき たいと いう こ と から 、 補助金制度が妥当と 考える。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

イ ベント を実施するこ と で、 福祉に関する興味・ 関心の向上を図ると と も に、 支援の必要はあるも のの支援につながっ
ていない方に対するアウト リ ーチを行う こ と ができるため、 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながると 考える。

民間事業所やNPO法人等で分野を越えた事業所間の交流は今まで実施さ れていないこ と から 、 現時点では市が関与する
必要があると 考える。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき るか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

今年度実施さ れたイ ベント によると 、 障がい分野と 高齢分野で今まで交流がなかっ たが、 障がい分野が主催のイ ベント
に地域包括支援センタ ーの職員が見守り や手伝い要員と し て高齢者を紹介するなどのつながり ができ た。 また、 障がい
分野の施設前で今後実施さ れる駄菓子屋さ んの店番も 高齢者に担っ ていただく など、 高齢者の居場所と なり 参加支援や
介護予防につながると 考える。 そのため、 福祉イ ベント を実施するこ と でその後の持続的な効果も 見込めるこ と から 、
補助金交付の効果や補助金額に見合う 又はそれ以上の効果が見込まれると 考える。

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ｂ 　 一定程度ある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

0

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

600

0

執行率

0 0 0. 0% 0

0

600

R6予算額

1, 200

0

0

1, 200

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

114

0

0

114
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を 行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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６ 　 令和6年度の方向性

②拡大

判断理由

今年度から の事業であり 、 各事業所も 原資の準備ができ ないと の声が多かっ た。 各事業所に行っ
たアンケート では、 補助金に関し て67％が「 少ない」 、 補助率に関し て83％が「 低い」 と 回答が
あり 、 令和6年度は補助金額・ 補助率を 増加さ せる。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

明確な導入経緯は不明であるが、 「 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」 第５ 条
に、 国及び地方公共団体の責務と し て、 高年齢者等の意欲及び能力に応じ た雇用の機
会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に
推進するよう に努めるも のと すると 規定さ れているこ と から 、 補助金を交付するこ と
と し たも のと 考えら れる。
（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

生駒市シルバー人材センタ ー

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

要綱では、 補助額は予算の範囲内と 定め、 市は、 国庫補助額と
同額を補助し ている。 国庫補助は、 補助対象経費の1/2である。

予算の範囲内

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R7年度 R9年度

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
国庫補助と の連動があるため、 国庫補助がある間は終期を設け
るべきではないと 考える。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

シルバー人材センタ ーの活動全般に対する補助であり 、 特定の事業に対する補助では
ない。 また、 事業は多岐に渡っ ているため、 個々の事業に補助するのは困難である。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

　 人件費、 管理費、 高齢者活用・ 現役世代雇用サポート 事業

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

シルバー人材センタ ー運営補助金

公益社団法人生駒市シルバー人材センタ ー運営補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

生駒市シルバー人材セン タ ーは、 公益社団法人であり 、 公益目的事業を 行う 法人である こ と から 、 補助金を 交付する こ と
は、 適合し ていると 考えら れる 。

第６ 次総合計画にも 盛り 込まれている。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

シルバー人材センタ ーが、 国の補助金を 受ける には、 地方公共団体の補助が要件と なっ ている ため、 国補助金交付要件が
ある 限り は、 市の補助金交付は不可欠である 。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ｂ 　 ある程度つながっ ている

会員数　 570人（ 令和5年度末時点）

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

本市においても 高齢者数の増加と と も に、 高齢化率も 伸び続けており 、 高齢者の就業機会の確保、 高齢者の就業を 通じ た
生き がいづく り を推進する シルバ ー人材セン タ ーの事業は、 高齢者にと っ て、 また、 家事援助事業等を 行う 当セン タ ー
の事業によ り 、 地域活性化に寄与を する など、 シルバー人材セン タ ーは重要な役割を 果たし ている 。

高年齢者等の雇用の安定等に関する 法律に沿っ ている 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

高年齢者雇用安定法によ り 、 高年齢者の雇用年齢が延長さ れている 状況下で、 シルバー人材セン タ ーの会員数は減少傾向
にある も のの、 高年齢者の就業の機会、 社会参加の場の促進に寄与し ている 。 会員数（ 各年度末） 　 Ｒ 元年度　 634人
Ｒ ２ 年度　 561人　 R３ 年度　 545人

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

100. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

11, 780

R4決算額 執行率 R3予算額

会員数、 事業規模の維持

R4予算額

11, 780

執行率

11, 780 11, 780 100. 0% 11, 780

11, 780 11, 780 11, 780 11, 780 11, 780

R6予算額

11, 780

11, 780

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

11, 458

11, 458

2 / 3 ページ



５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇 〇

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

258, 090 255, 969

公益社団法人生駒市シルバー人材セ
ンタ ー

236, 151

 令和2年度 令和3年度

①現状維持

判断理由

高齢化が進む中、 高齢者の就業機会の確保と 社会参加の推進と いっ たシルバー人材センタ ーの社
会的役割の重要性と 、 同センタ ーへの国庫補助金と の市補助金の連動性があるこ と から 、 引き続
き 補助金を交付するこ と が必要であると 考えら れる。

237, 812

232, 837

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

258, 553251, 450

241, 060

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

〇

〇

〇

無

当団体は、 収益性に乏し いこ ろ から 、 自主財源
の確保は困難である が、 団体維持に向けた効率
的な運営には努めている 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

233, 672

234, 338

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

場所の提供と 職員１ 名を派遣し ているが、 以前は庁舎内に事務室があり 、 また市職員の配置をし ていたと いう 経
緯がある。

歳出決算総額

 令和4年度

う ち前年度繰越金

 令和元年度 平成30年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

同上

( 5)  実績報告等

〇

法人で適切な会計監査を 行っ ている ため

×

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数 558

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

世代間交流事業補助金

生駒市世代間交流事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

小学校区単位で行う 世代を超えた交流活動

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

報償費、 賃金、 旅費、 需用費、 備品購入費、 役務費、 委託料、 負担金、 使用料及び賃
借料

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
世代間交流に対する活動費補助と いう 性質であるため、 終期の
設定は適し ないため。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

１ /２

1小学校区につき 40, 000円

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

生駒市老人ク ラ ブ連合会（ 以下「 連合会」 と いう 。 ） が、 少子高齢社会が進むこ と に
より 、 家庭・ 地域での高齢者と 子ども の接する機会が減る中で、 世代をこ えた交流活
動を小学校区単位で行う こ と により 、 高齢者の生き がいの増進と 相互の理解を深める
こ と を目的と し て行う 世代間交流事業をより 推進するこ と が目的

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

生駒市老人ク ラ ブ連合会

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

164

164

R6予算額

362

362 332 312 132 312 50

332

執行率

312 132 42. 3% 312

執行率 R3予算額

１ ２ の小学校区で事業が実施さ れている 。

R4予算額

16. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

50

R4決算額

Ｂ 　 一定程度ある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

補助金を 交付するこ と によ り 、 高齢者の生き がいづく り の増進、 世代を 超えた交流活動につながっ ている 考えら れる 。

老人福祉法にあるよ う に、 国及び地方公共団体は、 老人の福祉を 増進する 責務を有する ため。

Ｂ 　 ある程度適合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

R2～R3年にかけては新型コ ロナウイ ルス感染拡大の影響で実施小学校区が制限さ れたが、 令和4年度は影響も 一部にと ど
まり ９ 小学校区が実施する までになっ た。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ｂ 　 ある程度つながっ ている

事業実施： ６ 小学校（ 鹿ノ 台小学校、 あすか野小学校、 生駒小学校、 生駒東小学校、 壱分小学校、 生駒南第二小学校）

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

少子高齢化が進む中、 世代間の交流活動を 推進する こ と は、 相互の理解を 含めるこ と につながる と 考えら れる 。

第6次総合計画においても 、 高齢者の生き がいづく り や社会参加を促進し 、 地域で支え合う 意識の醸成を 高め、 高齢者の
安心・ 安全が確保でき る 仕組みの構築に取り 組むと ある 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

平成２ ４ 年度までは、 同事業を 同団体に委託し 、 事業経費の実支出額を 支出（ 上限額あり ） し ていた経緯がある 。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

―

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

①現状維持

判断理由

今後益々少子高齢化が進展し ていく 中、 世代間の交流が希薄になり つつあるこ と から 、 高齢者の
生き がいの増進や地域福祉の増進のために欠かせない事業であると 考える。

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

生駒市老人ク ラ ブ連合会、 小学校校区老人ク ラ ブ連合会及び単位老人ク ラ ブの生き が
い活動、 地域活動、 健康増進活動等の活動を より 推進し ていく ために、 補助金交付を
行っ ている。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

生駒市老人ク ラ ブ連合会

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

適正老人ク ラ ブ　 5, 000円×12ヶ 月×ク ラ ブ数
小規模老人ク ラ ブ　 3, 000円×12ヶ 月×ク ラ ブ数
連合会活動助成　 240, 000円+90円×会員数
校区老人ク ラ ブ連合会活動助成　 50, 000円×12校区
社会教育施設使用料補助金　 実績に応じ て

予算の範囲内

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する 。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する 。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R7年度 R9年度

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 活動に対する 助成であるため、 終期の設定はそぐ わない。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

老人ク ラ ブの活動全般に対する 補助であり 、 特定の事業に対する補助ではない。 ま
た、 事業は多岐に渡っ ているため、 個々の事業に補助する のは困難である。

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

老人ク ラ ブの活動全般に対する 補助であり 、 特定の事業に対する補助ではない。 ま
た、 事業は多岐に渡っ ているため、 個々の事業に補助する のは困難である。

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

老人ク ラ ブ補助金

生駒市老人ク ラ ブ活動補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る検証

高齢化が進展する中、 当団体は高齢者の生き がいづく り の活動を行っ ており 、 その活動に対する支援は、 社会情勢に適
合し ていると 考えら れる。

第6次総合計画においても 、 安心し て暮ら すこ と のできる地域社会の実現に向け、 高齢者の生き がいづく り や社会参加
を促進し 、 地域で支え合う 意識の醸成を高め、 高齢者の安心・ 安全が確保でき る仕組みの構築するため、 老人ク ラ ブ連
合会への補助事業が掲げら れている。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

活動に対する補助である性質のため

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

交付額　 3, 979千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

補助金を交付するこ と により 、 高齢者の生き がいづく り 、 地域活動、 健康増進活動につながっ ている考えら れる。

老人福祉法にあるよう に、 国及び地方公共団体は、 老人の福祉を増進する責務を有するため。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき るか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

高齢者の生きがいづく り 、 健康増進等へ寄与し ていると 考えら れる。

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

96. 2%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

4, 035

R4決算額 執行率 R3予算額

高齢者の生き がい、 地域活動、 健康増進活動の推進。

R4予算額

4, 105

1, 292 1, 285

執行率

4, 184 3, 996 95. 5% 4, 193

1, 163

2, 813 2, 899 2, 769 2, 876 2, 872

R6予算額

4, 171

1, 466

2, 705

1, 227 1, 317

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

3, 979

1, 260

2, 719
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇

千円

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

生駒市老人ク ラ ブ連合会

7033

平成30年度

老人ク ラ ブの活動に対する補助ではあるが、 対
象経費の明確な規定はない。

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

7033

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

〇

〇

×

無

単位老人ク ラ ブでは、 会費を徴収し ている。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

7127

7127

960

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

社会教育施設の使用料における 減免額の全廃（ Ｈ ２ ３ 年度～） は、 老人ク ラ ブの活動に大き な負担と なっ てお
り 、 単位老人ク ラ ブの補助金額を 減額し た際（ Ｈ ２ ４ 年度） 、 影響が大き すぎるため、 総会等の会議に係る 社会
教育施設使用料については本補助金において補助するも のと し た。

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

916

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

１ 件当たり １ ０ ０ 万円以上の経費は発生し な
い。

( 5)  実績報告等

〇

老人ク ラ ブ連合会事務局である社会福祉協議会
へ県の補助事業に係る領収書等を提出さ せてい
る。

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数 4, 241

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を 行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

第2期基本計画、 高齢者保健福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画においても 、 地域福祉の重要な
担い手であると 位置づけているが、 収益団体ではない当該団体の活動助成は継続する 必要がある
ため。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

社会福祉の増進のため

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

民生委員法( 昭和23年法律第198号) 第20条に規定する民生委員協議会

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

175人×（ 1, 500円+400円） +6地区×200, 000円＝1, 532, 500円

予算の範囲内

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R7年度 R9年度

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
民生・ 児童委員の活動は期限を切っ て行う も のではないため終
期は設定でき ない。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

民生・ 児童委員の資質向上及び地域福祉の増進を図るために行う 事業。 福祉サービス
に関する適切な情報を入手するために開催する関係行政機関連絡会議、 困難ケースに
ついての専門家を交えた検討会及び地域の民生・ 児童委員活動を地域住民に周知する
広報活動を行う 事業。
（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

研修等活動に要し た経費、 会議広報活動に要し た経費

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

地区民生児童委員協議会活動費補助金

生駒市地区民協組織的活動費補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

地域住民間の繋がり が希薄化する 中で、 少子高齢化も 進んでいる 。 民生・ 児童委員は担当区域内の住民の実態や福祉ニー
ズを 日常的に把握する アン テナ的役割を 努める 。

誰も が安心し て暮ら すこ と ができ る 地域社会の実現に向け、 民生委員等と の連携強化に努めていく と 総合計画に掲げてい
る 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

県から 市に交付さ れる ため同額を 補助金と し て支出し なければなら ない。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

交付額： 1, 532千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

民生委員法に基づき 、 厚生労働大臣から 委嘱さ れた非常勤の地方公務員で児童福祉法に定める 児童委員も 兼ねている 。 給
与の支給はなく 、 ボラ ン ティ アと し て活動し ている 。

無報酬のボラ ン ティ アで活動し 、 行政では目の届き 難い地域において困り ごと の相談や日常的な見守り 活動等を 実施し て
おり 、 要支援者と 行政を 繋ぐ 役割も 果たし ている 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

民生委員・ 児童委員の活動報告等

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

100. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

1, 515

R4決算額 執行率 R3予算額

民生・ 児童委員の活動による 社会福祉の増進。

R4予算額

1, 532

1, 532 1, 532

執行率

1, 532 1, 532 100. 0% 1, 515

1, 515

R6予算額

1, 532

1, 532 1, 532 1, 515

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

1, 532

1, 532
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

地区民生・ 児童委員協議会（ 6地区）

平成30年度

①現状維持

判断理由

民生・ 児童委員の活動は各地区協議会毎の活動を行う こ と と なっ ており 、 こ の補助金は研修等活
動に要し た経費や、 会議広報活動に要し た経費に充てる目的で県から 補助さ れているため

生駒市北第一地区民生児童委員協議会、 生駒市北第二地区民生児童委員協議会、
生駒市西地区民生児童委員協議会、 生駒市東地区民生児童委員協議会、 生駒市中
地区民生児童委員協議会、 生駒市南地区民生児童委員協議会

地区協議会における 研修、 広報活動に係る 経費
を 管理さ れている

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

〇

〇

〇

無

団体の性質上、 自主財源の確保は困難である
が、 効率的な運営には努めている 。

判断理由

社会福祉協議会が事務局と し て適正に管理さ れ
ている

( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

県への提出書類と し て不要なため

―

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数 175

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

社会福祉の増進のため

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16
条で定める民生委員、児童委員及び主任児童委員
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

（60,200円(県負担金)+70,000円(市単)）×175人＝22,785,000
円

予算の範囲内

交付額　21,862千円

R6年度 R8年度 R10年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R7年度

社会福祉の増進。

R9年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
民生・児童委員の活動は期限を切って行うものではないため終
期は設定できない。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

住民福祉の増進に係る業務についての協力活動、連絡調整

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

活動時に必要な交通費や通信費、消耗品費等

補助金シート（令和６年度）

補助金名称

根拠法令

民生児童委員活動費交付金

生駒市民生・児童委員活動費交付金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 福祉政策課

補助金の導入経緯・目的
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

(4) 補助内容の妥当性

〇

地域住民間の繋がりが希薄化する中で、少子高齢化も進んでいる。民生・児童委員は担当区域内の住民の実態や福祉
ニーズを日常的に把握するアンテナ的役割を努める。

誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、民生委員等との連携強化に努めていくと総合計画に掲げ
ている。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

民生委員・児童委員活動を生駒市の福祉行政と連携・協力いただく経費の財源として代替策はない。

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で児童福祉法に定める児童委員も兼ねてい
る。給与の支給はなく、ボランティアとして活動している。

Ａ　目的どおりである

無報酬のボランティアで活動し、行政では目の届き難い地域において困りごとの相談や日常的な見守り活動等を実施
しており、要支援者と行政を繋ぐ役割も果たしている。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

民生委員・児童委員の活動報告等

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

98.0%

R3決算額R5予算額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

22,123

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

22,785

10,535 10,535

執行率

22,785 22,155 97.2% 22,575

10,354

12,250 12,250 11,741 12,250 11,769

R6予算額

22,785

10,535

12,250

10,414 10,325

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

21,862

10,234

11,628
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和6年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

平成30年度

①現状維持

判断理由

民生・児童委員の活動は期限を切って行うものではない上に無報酬であり、この補助金は活動
時に必要な交通費や通信費、消耗品費等に対する費用弁償的なものであるため

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

うち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

１件当たり１００万円以上の経費は発生しな
い。

(5) 実績報告等

〇

個人所有の電話や自家用車の一部使用に係る
経費の費用弁償的なもの等であり領収書の添
付は不適当

―

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

補助金シート （ 令和６ 年度）

所属 地域包括ケア推進課

補助金名称 生駒市機能訓練事業補助金交付要綱

根拠法令 介護保険法（ 平成９ 年法律第１ ２ ３ 号） 第１ １ ５ 条の４ ５ 第１ 項第２ 号

補助金の導入経緯・ 目的

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

介護保険法第１ １ ５ 条の４ ５ 第１ 項第２ 号に基づく 地域支援事業の一般介護予防と し
て、 高齢者の閉じ こ も り 等による生活機能の低下から く る要支援又は要介護状態への
進行を予防すると と も に、 地域のネッ ト ワーク 形成を推進する目的の住民主体の事業
（ 機能訓練事業） に対し 経費の一部を補助

補助金の交付対象者

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

機能訓練事業実施団体

補助対象事業の内容

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

機能訓練事業実施の運営費

補助対象経費

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

消耗品費、 印刷製本費、 賃借料、 その他市長が適当と 認めるも の

補助率・ 補助単価
補助限度額

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助率・ 補助単価 機能訓練事業に要し た対象経費の額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

市内全域で分け隔てなく 高齢者を受け入れ公益性が高いため。
ボラ ンティ アの仕事が多岐にわたり 負担が大き く 成り 手が不足する中、 独自
で全資金を確保するのは更なる負担増に繋がり 事業の継続性が危ぶまれるた
め。

補助限度額 60千円/年

補助金の終期

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

終期 なし

終期設定の根拠
高齢者の増加に伴う 介護認定率の上昇を 緩やかにする ための介護予防事
業であり 、 ボラ ン ティ ア等人材が不足する 中、 住民主体の活動を 継続し
て実施し ていく 必要がある ため。

成果指標 単位 目標値 目標年度

現状値 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

高齢者が人と のつながり を通し て、 要介護状態になっ ても 生き がい・ 役割を も っ て生活でき る よ う 、 年齢や心身の状況等に
よ っ て分け隔てる こ と のない住民主体の通いの場を 充実さ せる 。

市内９ か所で計１ ０ ４ 回実施さ れ、 延べ１ ２ ０ ７ 人の高齢者が参加し た。 障がい福祉課と 連携し て障がいを 持つ高齢者を 受け
入れたり 、 認知症カ フ ェ と し て認知症高齢者を受け入れたり する など、 広く 地域の通いの場と し て機能し た。
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３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

R6予算額 R5予算額
R5決算
見込額 R4予算額 R4決算額 執行率 R3予算額 R3決算額 執行率

総額 540 540 460 540 540 100. 0% 540 509 94. 3%

国・ 県補助金 185 185 150 185 185 185 175

その他特定財源 287 287 182 287 287 287 271

一般財源 68 68 129 68 68 68 63

( 1)  公益性

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。 Ａ 　 つながっ ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

高齢者の増加に伴う 介護認定率の上昇を 緩やかにする ための介護予防事業であり 、 住み慣れた地域で継続的に通える 場を
設置でき ている 。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。 Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

高齢者が住み慣れた地域で安心し て生活でき る よ う 、 低下し た高齢者には参加を促す声掛けを 行う 等、 住民主体で工夫し
ながら 継続し ており 、 介護保険法の理念である 自立支援を 推進する も のである 。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。 Ａ 　 合致し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

高齢者の増加に伴う 介護認定率の上昇を 緩やかにし 、 自立支援・ 介護予防に資する 事業を 推進する 方針に合致し ている 。

( 2)  必要性

① 市が関与する妥当性はあるか。 Ａ 　 大いにある

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

運営主体である ボラ ン ティ ア人材の高齢化や、 成り 手不足によ り 、 自主運営では継続性が担保でき ないため。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など） Ａ 　 ない

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

住民主体の運営であり 、 ボラ ン ティ ア人材の不足等によ り 組織構成が脆弱なため。

( 3)  補助の効果（ 成果）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。 Ａ 　 認めら れる

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。 Ａ 　 期待でき る

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

令和５ 年度は市内９ か所で計１ ０ ４ 回実施さ れ、 延べ１ ２ ０ ７ 人の高齢者が参加し 、 広く 地域の通いの場と し て機能し
た。

( 4)  補助内容の妥当性

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。 Ａ 　 目的どおり である

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

〇 ↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

再交付先の名称、 件数等

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 5)  実績報告等 （ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

〇

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

―
100万円以上の経費が発生し た実績はなく 、 今
後も 想定でき ない。

( 1)  交付先
( 2)  団体等の構成人数

う ち臨時職員

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

市が事務局業務を 行っ ている 有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

 令和4年度  令和3年度  令和2年度  令和元年度 平成30年度

歳出決算総額

歳入決算総額

う ち前年度繰越金

積立金（ R4年度末現在高）

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理 判断理由

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

方向性 判断理由

①現状維持
高齢者の増加に伴う 介護認定率の上昇を緩やかにするための介護予防事業であり 、 ボラ ンティ ア
等人材が不足する中、 住民主体の活動を継続し て実施し ていく 必要があるため。
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市地域共生社会推進全国サミ ッ ト 開催補助金

地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ ま基本方針

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 地域共生サミ ッ ト 推進室

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ まの開催に係る事業

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ まの開催に係る事業に要する 経費

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
令和６ 年度に第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ まを
開催し 、 実行委員会が解散する ため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

多様な主体の参加を得るこ と で、 本サミ ッ ト を契機と し て、 市民や多様な主体が地域共生社会の理解を深め、 市民一人ひと
り の暮ら し と 生き がい、 地域を共に創っ ていく 社会を目指す。

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定できない場合は、 その理由を記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和７ 年３ 月

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

10/10

予算の範囲内

市の主催事業であるが、 実行委員会形式をと っ たため

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ ま実行委員会の開催

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

サミ ッ ト の開催に当たり 、 庁内のみなら ず関係団体等と も 連携し て実施でき る よう 、
関係団体等が参画する 実行委員会形式を と る こ と と し た。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ ま実行委員会

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）
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３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による 検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

251

0

0

251

R6予算
要求額

24, 472

13, 500

1, 000

9, 972

0

0 0

251 0 0 0 0

0 0 0 0

251

0 0

執行率

0 0 0. 0% 0

0

執行率 R3予算額R4予算額

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

再交付の金額、 内容

0

R4決算額

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

再交付を 行っ ている理由

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

サミ ッ ト の開催が、 一人ひと り の暮ら し と 生き がい、 地域をと も に創っ ていく 包摂的な社会である「 地域共生社会」 の
実現に向けた取組であり 、 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながる。

Ａ 　 目的どおり である

地域共生社会を実現するためには、 一人ひと り の地域共生社会への理解を深めるこ と や、 市民・ 団体・ 事業者等と の協
創を進めていく 必要があり 、 市が積極的に関わるこ と が求めら れる。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき る か。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

サミ ッ ト では、 好事例の発信や有識者による講演等を通じ て、 「 支える側」 「 支えら れる側」 と いう 関係や分野を超え
て多様な人がつながり 支え合う 「 地域共生社会」 について理解を深め、 行政・ 市民・ 事業者・ 専門職のそれぞれの立場
から でき るこ と を考える機会を創出するこ と で、 「 地域共生社会」 の実現に向けた実践の普及を進めるこ と ができる。

再交付先の名称、 件数等

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

少子高齢化やラ イ フ スタ イ ルの多様化に伴い、 地域のつながり が弱まり 、 人々の生活課題が複雑化すると と も に、 様々
な地域課題が顕在化し ているなか、 制度・ 分野の枠や「 支える側」 「 支えら れる側」 と いう 関係を超えた繋がり を作る
必要がある。

市のまちづく り の基本的な考え方である「 市民主体のまちづく り 」 「 多様な主体と の共創によるまちづく り 」 と 合致し
ている。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

サミ ッ ト の開催に当たり 、 庁内のみなら ず関係団体等と も 連携し て実施でき るよう 、 関係団体等が参画する実行委員会
形式をと るこ と が最善である。

〇

( 4)  補助内容の妥当性
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇 〇

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せている か。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている 助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数 42

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

令和５ 年度については、 実行委員報酬の支出の
みのため領収書等がない

―

う ち 前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

0

0

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち 臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

0

0

0

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

0

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を 行っ ている理由

「 第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ ま」 の主催は生駒市であるため、 事務局業務は市が行っ ている 。

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

〇

〇

〇

無

市の基準に則り 会計処理を行っ ている

判断理由

監事を２ 名配置し ている

( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

0

0

( 7)  補助金交付先に対する 市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

0

②拡大

判断理由

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ ト i nいこ まの開催年度である ため

別紙参照

補助対象経費のみで運営し ている

0

0

0

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

0

0

0

第６ 回地域共生社会推進全国サミ ッ
ト i nいこ ま実行委員会

0

0

平成30年度
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（敬称略・順不同）

No. 所　　属 職　　名 氏　　名

1 奈良県 福祉医療部長 山中　淳史

2 一般社団法人　奈良県医師会 会　　長 安東　範明

3 生駒地区医師会 会　　長 有山　武志 副会長

4 生駒市立病院 院　　長 遠藤　清

5 一般社団法人　奈良県歯科医師会 会　　長 末瀬　一彦

6 生駒市歯科医師会 会　　長 霜田　吉見

7 一般社団法人　奈良県薬剤師会 会　　長 後岡　伸爾

8 生駒市薬剤師会 会　　長 中栖　光啓

9 奈良県社会福祉協議会 地域福祉課長 岡本　晴子

10 生駒商工会議所 会　　頭 鐵東　貴和 監　事

11 生駒市観光協会 会　　長 池田　英憲

12 奈良交通株式会社 経営戦略室統括部長 岡田　泰樹

13 南都銀行 生駒支店　支店長 堀部　泰史

14 生駒市内郵便局 生駒鹿ノ台郵便局　局長 杉本　浩之

15 近鉄百貨店
商業開発運営本部　生駒店営業部

営業推進課　課長
土山　尚也

16 株式会社近商ストア
店舗本部　外販事業部

マネージャー
井上　明

17 株式会社モンベル 広報部　課長 金崎　誉史

18 株式会社やまと 代表取締役 原田　秀昭

19 国立大学法人　奈良先端科学技術大学院大学 地域共創推進室　室長補佐 中川　賀史

20 近畿大学
総合社会学部　総合社会学科
社会マスメディア系専攻

齋藤　曉子

21 社会福祉法人　宝山寺福祉事業団 理事長 辻村　泰範

22 地域包括支援センター センター長 古東　由美子

23 生駒市居宅介護支援事業者協会 会　　長 林　昌弘

24 株式会社ばぁん 代表取締役 中谷　勝行

25 社会福祉法人　あけび 相談支援事業管理者 松浦　真美

26 社会福祉法人　いこま福祉会 理事長 浅井　伊知人

27 社会福祉法人　萌 理事長 吉川　郁子

28 社会福祉法人　どんぐり 理事長 白樫　学

29 一般社団法人　無限 代表理事 石田　慶子

30 一般社団法人　和草 代表理事 溝口　雅代

31 生駒市社会福祉協議会 課　　長 宮西　泰介 監　事

32 生駒市自治連合会 会　　長 森岡　文夫

33 生駒市民生委員・児童委員連合会 会　　長 松山　敏宏

34 生駒市老人クラブ連合会 会　　長 加耒　洋八郎

35 生駒市農業振興協議会 会　　長 井上　良作

36 生駒市健康づくり推進員連絡協議会 会　　長 藤尾　庸子

37 生駒市介護者（家族）の会 会　　長 日野　紀代子

38 いこま育児ネット 代　　表 清水　綾

39 生駒市PTA協議会 会　　長 川本　綾子

40 厚生労働省近畿厚生局 局　　長 髙倉　俊二

41 特定非営利活動法人 地域共生政策自治体連携機構 事務局長 菅原　弘子

42 生駒市 市　　長 小紫　雅史 会　長

第６回地域共生社会推進全国サミットinいこま　実行委員会委員名簿



１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

社会福祉法人利用負担助成金

社会福祉法人等による利用者負担額減免制度事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 介護保険課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

介護施設入所者の居住費や食費は原則利用者負担であるが、 所得の低い方は居住費と
食費の利用者負担に上限が設定さ れ、 利用が困難と なら ないよう 軽減を行う 。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

１ 　 市町村民税世帯非課税の対象者…利用者負担額（ 利用者負担第2段階の入所者を除
く 。 ） の25％、 居住費及び食費の25％
２ 　 生活保護受給者…個室に係る居住費の全額

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
軽減対象者が増加し ても 法人の負担が大き く なり 過ぎないよう
にするための補助金であり 、 軽減対象者が増加傾向にあるな
か、 継続的に補助金を交付し ていく 必要があるため。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

終期 設定し ていない

各社会福祉法人の低所得利用者に対する 減免額が本来収入額の１ ％を超
えた場合その超えた額の２ 分の１ 、 または１ ０ ％を 超えた場合その超え
た額全額（ 千円未満切捨て） について補助。 （ 市： １ /４ 、 県： ３ /４ ）

予算の範囲内

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

社会福祉法人による、 低所得利用者への軽減制度事業に要する経費の一部を補助する
こ と により 、 低所得利用者の生活の安定と 介護保険制度の円滑な実施に資するこ と を
目的と する。

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

１ 　 市町村民税非課税世帯であっ て、 次の要件を すべて満たす方
（ １ ）  年間収入が単身世帯で１ ５ ０ 万円、 世帯員が１ 人増える ごと に５ ０ 万円を 加算し た額以
下である こ と 。
（ ２ ）  預貯金等の額が単身世帯で３ ５ ０ 万円、 世帯員が１ 人増える ごと に１ ０ ０ 万円を 加算し
た額以下である こ と 。
（ ３ ）  世帯がその居住の用に供する 家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し 得る
資産を 有し ていないこ と 。
（ ４ ）  負担能力のある 親族等に扶養さ れていないこ と 。
（ ５ ）  介護保険料を 滞納し ていないこ と 。

２ 　 生活保護受給者

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）
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①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

444

333

111

R6予算額

800

600

200

344 268

200 200 115 89 82

800

600 600

執行率

800 459 57. 4% 357

245

執行率 R3予算額

低所得者に対する 利用者負担の軽減制度事業の事業主体は社会福祉法人であり 、 積極的に対象者を 増やせばいいと いう も ので
はないため、 成果指標を 設定する のは適さ ないと 考える が、 社会福祉法人に対し て利用者への制度の周知を 図る よ う 促し てい
き たい。

R4予算額

R9年度現状値 R7年度

91. 6%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

327

R4決算額

R6年度 R8年度 R10年度

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

低所得利用者の生活の安定と 介護保険制度の円滑な実施につながっ ている ため。

低所得者に対する利用者負担の軽減制度事業の事業主体は社会福祉法人である が、 それによ る 法人の負担に対する 補助を
市が行い、 法人の経営の安定化を 図るこ と で、 利用者負担の軽減を 行おう と する社会福祉法人を 増加さ せる こ と ができ る
ため。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

補助金交付を 実施する こ と で、 法人によ る 低所得者に対する利用者負担の軽減の拡充が期待でき る 。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

各社会福祉法人に対し て、 メ ールで利用者への制度の周知を 促し た。

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

今後も 高齢者数の増加が見込まれる 中で、 低所得である ために施設に入所でき ない等、 生活が困難になる 高齢者も 増加す
る と 予想さ れる ため。

低所得であっ ても 介護が必要になっ たと き に、 介護サービ スを 受ける こ と ができ る こ と は、 市民の暮ら し の安心につなが
る ため。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

①で言及し たと おり 、 利用者負担の軽減制度事業の事業主体が社会福祉法人である と と も に、 軽減に伴う 市町村の助成が
国から 示さ れている ため。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

1件当たり 100万円以上超える も のはない。

( 5)  実績報告等

〇

軽減対象額を 市の介護給付実績情報で確認し て
いる 。

―

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

①現状維持

判断理由

今後も 低所得高齢者数の増加が予想さ れ、 誰でも 介護サービスを安心し て受けら れる体制整備が
必要である。 また、 軽減対象者が増加し ても 各法人の負担が大きく なり 過ぎないよう 、 当該補助
事業は継続し て実施する必要があるため。

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

介護職員の技能の向上及び市内の介護施設等における就労を支援し 、 質の高い介護
サービスの継続的な提供の促進を図るこ と を目的と する

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

１ ． 申し 込み受付時点で市内に住所を 有し 、 市町村税に滞納がない方。
２ ． 介護職員初任者研修を 受講中または修了日が１ 年以内の方で、 他の公的な助成金の
    交付を 受けていない方。
３ ． １ と ２ の条件を 満たし た方が、 申し 込み受理通知の日以後、 市内の介護事業所に
    ３ ヶ 月以上就労（ 原則と し て同一の事業所で常勤または非常勤（ 週３ 日以上勤務と
    する 。 ） し た場合、 助成金を 交付する 。

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

県（ １ ０ ／１ ０ 補助） の補助単価に準じ ている

上限５ 万円

県で１ ０ ／１ ０ 補助あるため

助成対象者数 人

8 5

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 設定し ていない

R7年度

5 5

R9年度

5 5

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

5 R6

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 介護人材確保は継続的に取り 組む必要がある事業であるため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

介護職員初任者研修を修了し 、 一定期間以上市内の介護事業所に勤務さ れた場合に、
研修に要し た費用の一部を助成する。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

介護職員初任者研修の受講料

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業助成金

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業助成金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 介護保険課

補助金の導入経緯・ 目的

1 / 3 ページ



( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

高齢化社会で介護人材不足が全国的に深刻化し ている 状態であり 、 市内の人材の確保およ び育成は非常に重要である 。

介護人材の確保・ 育成は高齢者が安心し て暮ら せる まち づく り につながる ため。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

初任者研修の実施は実習等を 含め介護事業所で実施する も のであり 、 受講費用の補助を 市が助成する現在の方式が最適と
考える 。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

市内の介護人材の確保は、 介護サービスの安定的な提供に必須のも のであり 、 高齢者を はじ めその家族等、 多く の市民の
安心につながる 。

慢性的な介護人材不足が叫ばれる なか、 質の高い介護サービスを 継続的に提供すべく 、 市内の事業所への就労を 補助の条
件と し ている ため、 市が助成する 必要性が高いと 考えら れる。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

初任者研修の受講だけでなく 、 市内の介護事業所での勤務継続が補助の条件になっ ている ため、 市内の事業所への人材の
定着に効果がある。

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

33. 1%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

248

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

500

500 500

執行率

500 98 19. 6% 750

248

R6予算額

500

500 98 750

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

420

420
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

①現状維持

判断理由

今後も 少子高齢化を見据え、 数少ない介護人材に市内の介護事業所で勤務し ても ら う ため、 当該
補助事業は有効であると 考える。

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

1件当たり 100万円以上超える も のはない。

( 5)  実績報告等

〇

―

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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